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湯
沢
市
ゼ
ロ
カ
ー
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推
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脱
炭
素
の
達
成
と
社
会
・
経
済
の
同
時
発
展
を
目
指
し
ま
す 

～

　市では、脱炭素社会の実現に向けた長期ビジョンや具体施策などを定

める「湯沢市ゼロカーボン推進計画」を３月に策定しました。省エネや

ごみの減量化などの基本的な環境対策だけでなく、地熱エネルギーや森

林資源など「本市の強み」を生かした施策を積極的に展開し、持続可能

で魅力的な湯沢市を創造していきます。

計画期間  令和６年度（2024年度）～令和32年度（2050年度）

２
０
５
０
年
の
あ
る
べ
き
姿

数
値
目
標

▷市内全域で地元生産の再エネ電気（地熱）を使用

▷創エネや蓄電設備の導入が進み、災害に強く住み良いまちに！

▷企業に脱炭素経営やサーキュラーエコノミー（循環経済）が浸透

▷人・モノ・資金の循環によって地域経済が持続的に成長

▷多くの市民が脱炭素の重要性を認識、環境に配慮した行動が当たり前に

▷エコ活動を通じて、ウェルビーイング（健康・幸福）な暮らし

▷木材の利用が促進され「きって・使って・植える」循環システムが浸透

▷生物多様性が適切に保全

2013年度の
温室効果ガスの

排出量

485,000トン

2030年度の
温室効果ガスの

排出量

2013年度比

60％減

2050年度の
温室効果ガスの

排出量

実質ゼロ

まち
づくり

地域
経済

市民
生活

自然
環境

基準年度 中期目標 長期目標

再生可能エネルギーの普及・促進基本方針 1

省エネルギー化の推進基本方針 2

脱炭素なまちづくり基本方針 3

豊かな森林づくり基本方針 4

環境意識の向上基本方針 5

再エネの積極利用による
　　　エネルギーの脱炭素化と経済の域内循環

各部門の省エネの促進と高効率の設備・機器の導入で総合的な取組みへ

多様な手法を総動員し、
　　　　　環境への配慮を当たり前に

市民や事業者それぞれの意識付けや行動変容からオール湯沢で重層的な取組みへ

◆地熱発電所の整備推進

◆再エネの地産地消

◆新たな再エネ発電の検討

◆家庭や事業所での発電・蓄電

設備の普及

◆公共施設における再エネ利用

◆循環型社会の形成　　　　　◆交通・移動の脱炭素化

◆GX（グリーントランスフォーメーション）の推進

◆持続的・魅力的な都市形成

◆住宅の省エネ化、ZEH＊１化の周知

◆施設の省エネ化、ZEB＊２化の周知・推進

◆CO2排出量の見える化　　

◆公用車のEV化、施設照明のLED化

健全な森林整備と地域産材の有効活用で
持続可能な森林経営の実現へ

◆適切な森林保全

◆地元産材の利活用

◆環境価値の創出

　快適な室内環境を実現しながら、建物で消
費する年間の一次エネルギーの収支をゼロに
することを目指した建物のことです。

＊1　ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
＊2　ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

地元高校生が描いた「将来イメージ」（秋田県立湯沢翔北高等学校／総合ビジネス科）
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計画から実行へ !
令和６年度からの新たな施策の一部を紹介します

湯沢市ゼロカーボン推進計画を策定しました

生ごみ処理容器等購入費補助金

木質バイオマス導入促進事業補助金

生ごみ処理機を購入した方に
　　補助金を交付します！

薪（ペレット）ストーブなどを
　購入した方に補助金を交付します！

「ゆざわタベスケ」（仮）ごみ減量大作戦 を導入します！

フードシェアリングサービス

市内の家庭から排出される生ごみの自家処理を推進し、循環型社会の形成と環境衛生の向上を図ります。

地域産材を有効活用し、適切な森林保全に取り組みます。

2030年までに市民一人当たりのごみ排出量を年間
平均450㌘以下を目指します。

　売れ残りそうな商品がある食料品店
などが利用者に格安で提供する仕組み

（アプリ）を導入します。
　準備が整い次第、広報ゆざわでお知
らせします。

4月15日（月）
から

受け付け開始!
（予算に限りがあります）

市税など滞納がなく、市内に住所を有し、お住まいの個人で新たに生ごみ処理機＊を購入する方
＊  電気式の生ごみ処理機のほか、コンポスト容器なども対象です。ただし、付属品や送料などは

対象外。

①市内に住所を有する方で自ら居住する住宅へストーブなどを導入する方、または年度内に転入を
予定している方で、ストーブなどを導入する住宅を購入または建築し自ら居住しようとする方

②市内に事務所または事業所を有し、当該事業所へストーブなどを導入する事業者

③市内に所在する住宅や事業所などの据置型のストーブなどで使用する木質燃料（薪・ペレット）
を購入する個人および事業者

◆広報紙に「仮称：ごみ減量化の豆知識」を定期的に掲載して、
皆さんの意識を高めます。

◆毎月、広報紙の表紙に「ごみ減量速報」
を掲載し、現状を見える化します。

◇予算の状況により早期に終了する場合がありますので、購入前に問い合わせください。

◇申請者および同居家族が市税などを滞納している場合は、補助対象になりません。

◇薪またはチップを燃料とするストーブなどの導入にあっては、補助対象となる燃焼機器は二次
燃焼以上の機能を備えるものに限ります。詳しくは販売店に確認してください。

申請書に必要書類を添付の上、下記に持参または郵送で提出してください。
右記二次元コードからインターネットでの申請が可能です！

※申請書類は、下記窓口および各総合支所に備え付けているほか、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

対　　象

対　　象

補助内容

補助内容

申請方法

ストーブなどの導入や木質燃料の購入の前に申請書に必要書類を添付の上、下記
に提出してください。申請書類は、市ホームページからダウンロードできます。

申請方法

11月30日㈯消印有効申請期限

注意事項

補助率・補助額

① 電動機能有り ② その他の容器

購入費の2分の1以内

（上限4万円）

購入費の2分の1以内

（上限5千円）

自宅で再エネ電気

使用の場合
購入費の3分の2以内

（上限5万3千円）

購入費の3分の2以内

（上限6千5百円）

補助対象経費
（税込み） 

① ストーブ等導入経費 ② 木質燃料購入費

新たに導入されるストーブなど
に要する費用で、５万円以上の
もの。（本体購入費、設置工事費、
付属品を含む。）

販売事業者からの木質燃料の購
入費用で、１万円以上のもの。
ただし、薪は市内の森林から産
出されたものに限ります。

補助率・補助額
（千円未満切り捨て） 

対象経費の2分の1
（上限20万円）

購入費の2分の1
（上限5万円）

環境共生課環境対策班  ☎55-8069問 

農林課林務班  ☎55-8569問 

環境共生課環境対策班  ☎55-8069問 

アプリを活用してみんなで食品ロスを減らしましょう市民１人につき毎日100g（おにぎり１個分）のごみを減らしましょう目標

売れ残りそうな商品
消費期限間近の商品

値引きして
アプリへの出品

売上UP
廃棄処分料の削減
新規顧客の開拓

お店ごみを出す前に
一絞り（水切り）

多くの水分

生ごみ

ごみの
減量化!

お店と消費者の
マッチング

本特集記事（２～５ページ）についての問い合わせ 環境共生課環境対策班  ☎55-8069問 

受け取るためにお店へ

お店に公共交通で行くと
よりゼロカーボンになる!

下表の①と②の併用ができます。

安価で購入可能
新しいお店の開拓

利用者（市民）


